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日本藻初学会会則

(総則)

第 1条 本会は日本務類学会と祢する。

第 2条 本会はE梨学の進歩普及~図り ， 01'-1主て会員相互の辿絡並 11::'殺|箆を図る乙とぞ

目的とする 0

ffi3条 木会はj)百条の自的を迷するために，次の事業を行う。

1. 大会の開催 (主F1 [8]) 

2. 玉栄類ll.関する研究会，講習会，採集会等の開催

3 定JUJ刊行物の発fU

4 その他前条の目的を迷するた めに必要な事業

第 43長 本会の事務所は会長のもと11:おく。

第 5条 本会の事業年度は 4月1日IC始まり ，翌年3月31日IC終る。

(会員)

第 6条 会只は次の 8駆 とする。

1. 普通会員 (務類11:関心をもら，木会の趣旨I1:M悶する個人叉は団体で，役員会

のjjl;裕するもの)

2. 名 ~.:・会員(務学の発達 IC貢献がめり，本会の趣旨に賛同する個人で，役員会の

}ft!却するもの)

3.‘特別会員(本会の趣旨IC賛同し，本会の発l震に特IL寄与した個人叉は団体で，

役員会の推薦するもの)

第7条 本会IL入会するには，住所，氏名(団体名)転業を記入した入会申込書を会

長l己主主1:1.¥すものとする。

第 8条 会員は毎年会't!t300 F9をiIIJ納するものとする。 但 し名13会員及ぴ特別会員は

会貨を妥しない。

(役員)

第 9条本会tr..次の役員をおく 。

会長 一名 (任期は 2ヶ年とする1

iii~ 事 若干名 (任期は2ヶ年とする)

会長は総会に於て会員中よりこれを選出する。幹事は会長が会員中より乙れを指

名する。

(刊行物)

第 10条 本会は定期刊行物「部類」を年 3 回刊行し，会員Iq以下~で頒布する。

附則

乙の会則は昭和 28年 10月11日か ら施行する。


